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第２部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

第１章　脱炭素社会の構築

１　気象の状況

第１節　環境の現況

仙台管区気象台公表資料によると、仙台市にお
ける令和６年の年平均気温は１４．９℃で、昭和４８年
から平成１５年の３０年平年値１２．２度と比較し上昇し
ています。また､最近１０年間の平均気温も１３．８℃

と上昇傾向にあります。
令和６年の年降水量は１０２７．５mmで、最近１０年
間の平均年降水量１２１７．４mmを下回りました。

▲図２ー１ー１ー１　仙台市の月別平均気温の推移（出典：気象庁HP）
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▲図２ー１ー１ー２　仙台市の月別降水量の推移（出典：気象庁HP）
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２　温室効果ガス排出量の状況

1　温室効果ガス排出総量
２０２１（令和３）年度における本県の温室効果ガ
ス排出量は、１，７１４万１千t（二酸化炭素換算）で
す。
２０００（平成１２）年度以降減少傾向で推移しまし
たが、２０１２（平成２４）年度以降増加傾向を示して
いましたが、２０１３（平成２５）年度をピークとして
再び減少に転じました。

2　二酸化炭素排出量
温室効果ガス排出量のうち、９０%以上が二酸化

炭素（CO２）であり、２０２１（令和３）年度のエネ
ルギー起源の二酸化炭素排出量は、１，６６９万４千t
でした。その内訳を部門別に見ると、産業部門が
２９．６%、次いで運輸部門が２３．８%、業務部門が
１８．７%、家庭部門が２０．９%となっており、全国の
割合と比較して、運輸部門及び業務部門の割合が

高くなっています。
また、部門別の二酸化炭素排出量の推移を見る

と、産業部門及び運輸部門では、２０１２（平成２４）、
２０１３（平成２５）年度に、東日本大震災からの復旧・
復興などが要因となって増加傾向にありました
が、２０１４（平成２６）年度からは、減少に転じまし
た。また、業務部門及び家庭部門では、東日本大
震災以前から増加傾向を示していましたが、２０１３
（平成２５）年度以降は電力排出係数の減少などの要
因で減少傾向に転じております。
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第２節　令和６年度に講じた施策
１　地球温暖化対策の更なる推進

1　地球温暖化防止に関する県民運動、事
業活動の展開

○　「みやぎゼロカーボンチャレンジ２０５０県民会
議」の運営
県民一丸となった地球温暖化対策の実践のた

め、各業界団体や消費者団体などに加え、地球温
暖化対策に意欲のある一般企業等の団体を広く募
り、「みやぎゼロカーボンチャレンジ２０５０県民会
議」を運営し、総会（ゼロカーボンミーティング）
及び企画委員会の開催や、県内大学生を「みやぎ
ゼロカーボン学生アンバサダー」として委嘱し、
若年層向けの広報を強化したほか、団体会員の拡
大に向けた広報及び団体の取組に対する表彰（み
やぎゼロカーボンアワード）、県民会議主催環境
イベント（１，４０５人来場）を実施することにより、
地球温暖化対策、効果的な省エネルギー方法等に
ついての普及促進を図りました。

○　みやぎゼロカーボンチャレンジ２０５０ポータル
サイトの運営
県が実施する地球温暖化対策や先進企業が実施

する取組等を紹介する「みやぎゼロカーボンチャ
レンジ２０５０」ポータルサイトをリニューアルし、 
より分かりやすい情報発信の他、 県民会議会員団
体の取り組みの紹介や、 学生アンバサダーの編集
した記事を掲載する等、県民会議の活動と連携し
て２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロに向けた取組等
の情報発信を行いました。

○　スマホアプリ「ecoチャレンジみやぎ」の運用

地球温暖化対策の理解と関心を高め、行動して

もらうことを目的として、レジ袋の受取辞退等の
地球温暖化対策につながる行動「エコアクション」
を実施することで、ポイントを獲得し、貯めたポ
イントで景品が当たる抽選に参加できるアプリ
「ecoチャレンジみやぎ」を運用し、身近な環境配
慮行動の実施を促進しました。

○　宮城県地球温暖化防止活動推進員
宮城県地球温暖化防止活動推進員は、県内各地

域において、主に家庭を対象とした地球温暖化対
策に関する普及活動や調査・相談活動を行うボラ
ンティア活動員として、温対法第３７条の規定に基
づき、知事が委嘱しています。
令和６年度は８１人の推進員が活動（講演等を含

め、６８３回）しました。また、推進員の新規募集及
び研修会を開催し、活動に必要な知識や技術の習
得を支援しました。

○　宮城県地球温暖化防止活動推進センター　

県では、温対法第３８条の規定により、公益財団法
人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（MELON）を平
成１２年度に宮城県地球温暖化防止活動推進セン
ターに指定しています。同センターは、地球温暖化
対策の普及や宮城県地球温暖化防止活動推進員の
活動支援を行っています。

○　うちエコ診断　　　　　　　　　
地球温暖化の現状認識や家庭における省エネ行

動のきっかけとなるよう、環境省認定の専門診断
士が各家庭のライフスタイルに合わせたオーダー
メイドの対策を提案する｢うちエコ診断｣を行い、
低炭素型ライフスタイルの定着を図りました。

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課

環境政策課
▲図２－１－２－１　県民会議組織図

環境政策課

宮城県地球温暖化防止活動推進センター（ストップ温暖化センターみやぎ）
活動状況の詳細は、以下ホームページで

御覧いただくことができます。
https://www.melon.or.jp

スマートフォンアプリ「ecoチャレンジみやぎ」
　以下ホームページから
登録いただけます。
https://eco.pref.miyagi.jp/

みやぎゼロカーボンチャレンジ２０５０ ポータルサイト

https://zero-carbon２０５０.pref.miyagi.jp/

○令和６年度末時点累計登録者数：１８，６６４人

○新規養成研修受講者：９人

○診断実績：２００件
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2　二酸化炭素吸収源対策の推進
○　二酸化炭素吸収源としての森林
①　森林の適切な保全・管理

森林は、その成長過程で、地球温暖化の原因と
される二酸化炭素を光合成により吸収し、炭素と
して貯蔵します。林業は、適切な森林整備と生産
される木材の利用を通じて、地球温暖化の防止や
循環型社会の構築に寄与しています。
県では、健全な森林を育成し、森林の成長を促

すため、一貫作業システムによる低コストな再造
林や間伐の推進に加え、間伐材の搬出に不可欠な
作業路の開設、高性能林業機械の導入など、効率
的な森林施業の推進に取り組んでいます。

②　環境林型県有林造成事業
平成２３～２７年度に新たに造成した環境林型県有

林 （※） において、保育等の事業を実施しました。

③　わたしたちの森づくり事業
県民参加の森林づくりを推進することを目的

に、本事業の趣旨に賛同、自らの企画により森林
づくり活動等を行う法人と協定を締結し、活動
フィールドとして県有林を提供しました。
あわせて、活動フィールドの愛称に係る命名権

（ネーミングライツ）を有償で売却しました。

○　森林吸収オフセットの推進
森林整備による二酸化炭素吸収量をクレジット

として可視化したカーボン・オフセットの取組を
普及することにより、森林整備と二酸化炭素削減
を社会全体で支える仕組みづくりを構築するた
め、平成２３年度から県や林業関係団体ではオフ
セット・クレジットの取得を進めています。

○　藻場の維持・増大に向けた取組

藻場は海洋生物の豊かな生態系を育む機能や、
海中の二酸化炭素を吸収・固定する機能など、多
様な役割を有していますが、近年は藻場が衰退す
る磯焼けと呼ばれる現象が、全国各地で確認され
ています。そのため、本県では各海域の特性を踏
まえた実効性のある効率的な藻場の保全・創造を
推進するための行動計画として、「宮城県藻場ビ
ジョン」を令和２年８月に策定し、ハード・ソフト
が一体となった対策に取り組むこととしています。
昨年度は、核藻場の創出のため、海藻が着底す

る基質の投入に向けた調査設計や、基質の設置工
事を実施したほか、ソフト対策では、漁業者を中
心に組織された団体が実施するウニの駆除や母藻
の設置等の活動を支援しました。

3　フロン類対策
フロン類は、大気中に放出されると地球温暖化

の原因となるばかりでなく、オゾン層破壊の原因
となります。洗浄用に使われるCFC－１１３及び冷
媒用に使われるCFC－１２等の特定フロンは、「特

森林整備課

○令和６年度実績
　・協定締結件数：延べ４７件
　・うち令和６年度：更新２件

林業振興課

林業振興課・森林整備課

▲ 一貫作業システムの概念図

→  伐採と再造林を一体的に実施することで、重機を活用
した低コストな造林が期待できる。

○令和６年度実績（温暖化防止間伐推進事業）
　・間　伐：１６６.１２ha
　・作業道：１６，７１８m
○令和６年度実績
　（チャレンジ！みやぎ５００万本造林事業）
　・再造林：５９.６７ha

○令和６年度実績
　・下刈：１３.５２ha

森林整備課

○令和６年度実績
　・県内オフセット・クレジット（森林）販売量：７４t-CO２

※地上権設定契約が満了した県行造林地（県以外の森林所有者の所有
地に地上権を設定し県が管理する森林）を引き続き県が公的森林と
して整備したものです。

▲ ソフト対策（ウニ駆除）の様子

水産業基盤整備課
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定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法
律」（昭和６３年法律第５３号）に基づき、平成８年に
全廃措置が執られていますが、CFC－１２は、現在
使用されている冷蔵庫やカーエアコンなどに冷媒
としてストックされていることから、大気中への
放出をいかに防止するかが課題となっています。
オゾン層破壊が進んでいるかどうかは、オゾン

ホールの大きさや地上に到達する紫外線の量など
でとらえることができますが、これは地球規模に
おいて意味のある指標です。本県においては、そ
の原因となるフロン等の物質の排出量を指標化
し、特定フロンを大気中への放出段階でとらえた
「オゾン層破壊負荷指標」により算定しています。

○　フロン類の適正な回収・破壊の推進

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に
関する法律」（平成１３年法律第６４号。以下「フロン
排出抑制法」という。）に基づき、業務用冷凍空調
機器（第一種特定製品）を対象に、フロン類の製
造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包
括的な対策がとられています。この法律は、これ
までの｢フロン回収・破壊法｣が改正されたもので、
平成２７年度から施行され、令和元年６月に改正さ
れました。
県は、フロン排出抑制法に基づき、第一種特定製
品からのフロン類の充填及び回収を行う業者（第一
種フロン類充塡回収業者）の登録を行っており、令
和６年度末現在で、９１５事業者となっています。
令和６年度の県内におけるフロン類の回収量

は、計９６，１０９．０kgであり、破壊量は６０，６９９㎏でし
た。回収量のガス種別内訳では、CFC（クロロフ
ルオロカーボン）とHCFC（ハイドロクロロフル
オロカーボン）は減少傾向にあり、代替フロンで
あるHFC（ハイドロフルオロカーボン）は増加し
ています。これは、オゾン層への影響が少ない冷
媒への転換が進んでいることによるものと考えら
れます。
また、令和６年度は、第一種フロン類充塡回収

業者への立入検査を１件、第一種特定製品の管理
者への立入検査を３６件実施しました。立入検査で
は、第一種特定製品の適切な管理などについての
助言や指導、フロン排出抑制法の周知を行いまし
た。

環境政策課

▲図２ー１ー２ー２　宮城県内の第一種フロン類回収量及び回収台数の推移
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▼表２ー１ー２ー１　オゾン層破壊負荷指標値の推移

オゾン層破壊負荷指標＝オゾン層破壊ガスごとの（排出量×オゾン層
破壊係数）の総和
○オゾン層破壊ガスとして、CFC−１２とCFC−１１３を対象とした。
○オゾン層破壊係数は、CFC−１２を１、CFC−１１３を０．８とした。
※１　排出量実態調査（事業者アンケート）による算出
※２　「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律」による排出量の推計値（環境省・経済産業省）を参考に算出

ＣＦＣ－１１３ＣＦＣ－１２指標値年度
１９１１３７２９０※１平成２年
１１０１４９２３７※１平成６年
０６７６７※２平成１３年
０４６４６※２平成１４年
０４２４２※２平成１５年
０３１３１※２平成１６年
０２０２０※２平成１７年
０１７１７※２平成１８年
０１４１４※２平成１９年
０１４１４※２平成２０年
０１２１２※２平成２１年
０１８１８※２平成２２年
０１８１８※２平成２３年
０１６１６※２平成２４年
０１２１２※２平成２５年
０１１１１※２平成２６年
０１０１０※２平成２７年
０１０１０※２平成２８年
０９９※２平成２９年
０９９※２平成３０年
０９９※２令和元年
０８８※２令和２年
０８８※２令和３年
０７７※２令和４年
０７７※２令和５年
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　　注意喚起・対処方法等の普及啓発
○　気候変動適応センターの設置
本県では、県内における気候変動適応を推進す

るため、令和２年６月１日に宮城県環境情報セン
ターに「宮城県気候変動適応センター」を設置し
ました。
「気候変動適応法」（平成３０年法律第５０号）第１３
条に基づき、都道府県及び市町村は、その区域に
おける気候変動適応を推進するため、気候変動影

響及び気候変動適応に関する情報の収集、提供等
を行う拠点としての機能を担う体制を確保するよ
う努めることとされており、当センターが宮城県
における拠点となります。
当センターでは、環境省や国の気候変動適応セ

ンターなどから気候変動に関する情報を収集する
とともに、学習会等の開催や関連図書・DVDの貸
出、紹介ホームページや動画の作成・Youtubeで
の公開など、県民や事業者に気候変動適応策の情
報を発信しています。 

２　気候変動対策の推進

○　脱炭素化に関する事業者向けセミナー等の開催

２０５０年カーボンニュートラル社会の実現に向け
て、脱炭素経営の必要性や省エネ・再エネの導入
に関する理解を深めていくことが重要であるた
め、関係者の方々からの情報提供や事例紹介等を
行う事業者向けのセミナーを開催しました。

○　みやぎゼロカーボンアワードの実施
地球温暖化対策において顕著な功績のあった個

人又は団体等を表彰し、その優れた取組を周知す
ることで他への波及を図るため、「みやぎゼロ
カーボンアワード」による表彰を実施しました。

環境政策課

1　省エネルギー行動、省エネルギー設備
　導入の推進

○　みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業（高効率
設備等導入事業）
県内の事業活動における二酸化炭素排出量を削

減するため、県内事業者が事業所や工場等の空調
機、ボイラーなどの設備を高効率なものに更新す
る場合、その経費の一部を補助しています。「脱

炭素化枠」や「省エネルギー診断枠」など、意欲
的に省エネルギーに取り組もうとする事業や、県
内の産業振興に資する事業について補助率を優遇
しています。
令和６年度は、補助件数３０件のうち、高効率空

調機への更新６件、LED照明への更新１４件、高効
率ボイラーへの更新５件などの省エネルギー設備
の整備事業を支援しました。

３　徹底した省エネルギーの推進

環境政策課

○　中小企業のための省エネ・脱炭素経営支援セミナー
　　開 催 日：令和６年９月１０日（火）１３:３０～１６:００
　　参加者数：２４人
　　内　　容：情勢報告、事例発表、施策紹介

○　カーボンニュートラル経営支援セミナーin宮城
　　開 催 日：令和６年１０月２３日（水）１３:３０～１６:３０
　　参加者数：２６人
　　内　　容：情勢報告、事例発表、施策紹介

○　みやぎゼロカーボンチャレンジ２０５０県民会議セミナー
　　開 催 日：令和７年２月１２日（水）１３:３０～１６:００
　　参加者数：２５人
　　内　　容：情勢報告、事例発表、施策紹介

○　令和６年度（第６回）※の受賞者
　　・最優秀賞（１件）
　　・株式会社東北バイオフードリサイクル
　　飲食店から排出される食品廃棄物をメタン発酵によ
りリサイクルし、メタンガス発電を行うほか、副産
物である発酵残渣を肥料とした農作物を飲食店等で
利用する農業リサイクルループを構築。

　　・優秀賞（２件）
　　・兼松サステック株式会社ジオテック事業部 仙台営業所
　　住宅建築時の地盤補強材として木材を利用する「環
境パイル工法」を開発し、セメントや鉄を利用する
従来の工法に比べて温室効果ガス排出量を削減。利
用する木材として国内の間伐材を有効するなど、林
業活性化にも取り組んでいる。

　　・パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
　　環境イベントの出展や市民向け啓発講座、学校での
出前授業に取り組み、多彩なオリジナルコンテンツ
や教材により環境教育の取組を展開し、一人ひとり
の環境問題の意識醸成に取り組んでいる。

　　
　　
※令和元年度から令和４年度までは、「宮城県ストップ温暖化
賞」として実施。

環境政策課
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○　みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業（再生可
能エネルギー等設備導入事業）
県内の事業活動における二酸化炭素排出量を削

減するため、県内事業者が事業所や工場等に太陽
光発電設備等の再生可能エネルギー等を導入する
場合、その経費の一部を補助しています。木質バ
イオマスや地中熱などの再生可能エネルギー等を
利用する１２種類の設備等を対象としており、太陽
光以外の発電設備については、自家消費する場合
に補助上限額を上乗せしています。
令和６年度は、地中熱利用事業１件、ガスコー

ジェネレーション事業１件、自家消費を目的とし
た太陽光発電事業１６件、合計１８件の再生可能エネ
ルギー等設備の導入を支援しました。

○　環境産業コーディネーター派遣事業

県内事業者による再生可能エネルギー等の導入
や省エネルギーの取組を支援するため、民間で環
境管理等の実務経験を有する者を環境産業コー
ディネーターとして任用し、県内事業所等に派遣
しています。環境産業コーディネーターは、事業
者が抱える課題やニーズを把握しながら、再エネ
導入や省エネの取組に向けた助言、技術・ノウハ
ウの情報提供及び産産・産学マッチングなどを行
い、環境に配慮した事業活動を支援しています。
令和６年度は、延べ６６３件の企業訪問等を行い
ました。
○　みやぎ環境交付金事業
地域の喫緊の環境課題に対応するため、市町村

が実施する環境保全等に係る以下の事業に対し、
交付金を交付しました。

2　住宅・建築物の省エネルギー化の推進
○　みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業（研究開
発等事業）
県内の事業活動における二酸化炭素排出量を削

減するため、県内で実施する二酸化炭素の排出削
減に資する調査、技術若しくは製品の研究開発等
の取組に要する経費の一部を補助しています。脱
炭素燃料（水素、アンモニア、合成メタン、バイ
オマス等）の利活用等に資する事業については、
補助率を優遇しています。
令和６年度は、「ペロブスカイト太陽電池の高

耐久化を実現する正電極材料の開発事業」など２
件の取組を支援しました。

○　スマートエネルギー住宅普及促進事業

家庭における二酸化炭素排出量の一層の削減及
び災害時にも電気や熱を確保できる住まいの普及
を図るため、自らが居住する住宅の太陽光発電シ
ステム、地中熱ヒートポンプシステム、蓄電池、
V２H（住宅用外部給電機器）、エネファームの設
置、既存住宅の省エネルギー改修工事、みやぎゼ
ロエネルギー住宅等に対し、その経費の一部を補
助しています。
平成２３年度からみやぎ環境税を財源として実施

してきた太陽光発電システムを設置する県民に対
する導入費用の一部補助事業について、平成２８年
度に補助対象の拡充をしたものです。補助対象に
ついては適宜見直しを行い、環境負荷の少ない住
まいの普及促進を図っています。

環境政策課

○受付期間：令和６年５月２７日から１２月６日までの期間
に、３回に分けて受付

交付件数補助金額

１，１２４件４万円太陽光発電システム

０件１/５
(上限５０万)

地中熱ヒートポンプ
システム

１１件１０万円EV／PHV

３７件５万円V２H

１，７９６件６万円蓄電池

１２４件
※うちSOFC：２件

８万円
※SOFCの場合１６万円エネファーム

１，４６７件２千～９万円既存住宅省エネ改修

２２４件３２万円みやぎゼロエネルギー住
宅

０件１５０万円次世代みやぎゼロエネル
ギー住宅（地域型）

環境政策課

○補 助 率：１／２又は１／３以内
○上 限 額：１，０００万円又は５００万円
○補助件数：３０件

○補 助 率：１／２又は１／３以内
○上 限 額：２，０００万円又は １，０００万円
○補助件数：１８件

環境政策課

○メニュー選択型事業の実施
　　以下の７つのメニューから、市町村が地域の実情に
応じて実施する事業への交付金。
　①　公共施設等におけるCO２削減対策
　②　照明のLED化
　③　自然・海洋環境保全
　④　野生鳥獣対策
　⑤　環境緑化
　⑥　再エネ・省エネ機器等導入支援
　⑦　気候変動の影響への適応
○提案型事業の実施
　　メニュー提案型事業に示す７つの事業分類を複合的
に取り入れるなど、市町村の創意工夫により地域の課
題解決に向け、事業提案により重点的、一体的に行う
取組を支援する。

環境政策課

○補 助 率：２／３又は１／２以内
○上 限 額：５００万円／年度
　　　　　　（脱炭素燃料に関するものは１，０００万円／年度）
○補助件数：２件

環境政策課
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○　太陽光発電を活用したEV利用モデル等導入
促進事業
県内事業者による需給一体型の再生可能エネル

ギーの取組を支援するため、EVを活用した再生
可能エネルギー活用モデルや、第三者所有により
太陽光発電施設を導入する場合、導入に要する経
費の一部を補助しています。
令和６年度は６件の取組を支援しました。

3　県有施設における省エネの取組
○　公共インフラ等省エネ推進事業
県管理の国県道における道路照明灯について、

従来の水銀灯及びナトリウム灯から消費電力の少
ない省エネルギー型電灯（LED灯）への改修を行
うことにより、温室効果ガスの排出削減に取組み
ました。

1　再生可能エネルギーの地産地消
○　太陽光発電施設の適切な設置に向けた取組

脱炭素社会の実現を図るためには、地域と共生す
る太陽光発電事業の導入拡大が不可欠となっていま
す。しかし、近年は、太陽光発電施設の設置に伴う
トラブル事案が発生しているほか、設置後の維持管
理や設備の廃棄、土砂災害などに対する地域住民
の不安が高まっています。
こうしたことから、県では、「太陽光発電施設の設
置等に関する条例」（宮城県条例第３９号）を令和４
年１０月１日から施行し、事業者に対し、適正な手続
きを求めています。
令和６年度は、条例の対象となる太陽光発電施
設について、適正に設置・維持管理等がなされてい
るかを現地確認するとともに、データベースの整備を
行いました。

○　再生可能エネルギーの地域共生に向けた取組

県では、地域と共生した再生可能エネルギーを推
進するため、令和６年４月１日より、「再生可能エネ
ルギー地域共生促進税条例」（宮城県条例第３４号）
を施行し、令和６年度は本条例に基づく事業計画認
定を１件行いました。
また、本条例の施行を契機に、発電事業者等に対

し、本条例の概要や、地域と共生した再生可能エネ

ルギーの取組事例等に関して説明するセミナーを開
催するとともに、パンフレットの作成や、業界紙等を活
用した広報を行いました。
さらに、地域脱炭素化促進事業等の認定を目指

し、地域の合意形成等を図るために開催する協議会
の設置及び運営に関する経費の一部の補助を行い
ました。

○　再生可能エネルギー地域理解促進事業

県では、再エネの最大限導入や、地域と共生し
た取組の推進等を掲げ、その利用促進を図ること
としていますが、再生可能エネルギーの導入に当
たっては、地域における再生可能エネルギーにつ
いての理解が必要となります。
令和６年度は、将来の脱炭素社会の担い手とな

る小学生や、再生可能エネルギーを活用した地域
づくりを考えている事業者の方等を対象に、再生
可能エネルギーの必要性やそのメリット等につい
て理解を深めてもらうためのバスツアーを開催し
ました。

また、県民一人一人に再エネについての知識や

４　地域に根ざ し た再生可能エネ ル ギー等の導 入・利活用やエ コ タ ウ ン形成の促進

○現地確認件数：２１４件

次世代エネルギー室

環境政策課

【太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業】
○補 助 率：補助対象経費の２分の１　
○上 限 額：７００万円
○補助件数：４件

【第三者所有モデル太陽光発電導入支援事業】
○補 助 額：太陽光１ｋWあたり５万円
　　　　　　蓄電池１ｋWhあたり６万円
○上 限 額：１，５００万円
○補助件数：２件

○改修実績：４１３基

道路課

次世代エネルギー室

次世代エネルギー室

○条例に基づく事業計画認定：１件
○セミナー受講者（発電事業者等）：６０人
○補助件数：１件

○小学生親子向けツアー参加者：３２組７０名
○地域プレイヤー向けツアー参加者：１３社２２名
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理解を深めてもらうため、小学生親子向けツアー
の様子を地上波テレビ放送等のメディアを活用し
て広報を行いました。

○　みやぎ型木質バイオマススマートタウン構築
事業
未利用間伐材等の木質バイオマスを利用するこ

とは、地球温暖化の防止に貢献するだけでなく、
森林資源の有効活用と地域産業の活性化にも寄与
するため、木質バイオマス安定供給のための未利
用間伐材等の収集・運搬経費や、木質バイオマス
集荷システムの構築に向けた事業体等のネット
ワーク形成を支援しました。

○　Ｊ－クレジット導入事業
県内の住宅用太陽光発電設備から発電された電

力の自家消費に伴い生み出された二酸化炭素排出
削減量を環境価値としてとりまとめ、国のＪ－ク
レジット制度を活用し、クレジット化する取組を
進めています。令和６年度には、合計６，４８２t-CO２
のクレジットを創出しました。
創出されたクレジットは企業等に売却し、その

売却益を活用して、環境教育事業（スマートエネ
ルギー住宅普及啓発業務：イベント実施４回、テ
レビ放送２回、仙台市ガス局共同イベント実施 １
回、再エネ学習バスツアー３回）を実施しました。
○　未利用バイオマス（下水汚泥）の活用に関す
る取組
下水汚泥の処理工程で発生する余剰消化ガス

（メタン及び二酸化炭素）を有効活用するため、仙
塩浄化センターでは、FITを活用し、民設民営方
式で行う２０年間の発電事業を平成３０年４月から開
始しました。

この取組は、余剰消化ガスとして焼却処理され
ていたガスを県が発電事業者に売却し、事業者が
発電した電気を売電するものです。
余剰消化ガスを有効活用することで、エネル

ギー自給率の向上、地球温暖化防止に貢献すると
ともに、未利用エネルギーを活用した新たな収入
により、下水道経営の健全化を図ります。

2　エコタウン形成の促進
○　エコタウン形成促進事業費補助事業

地域特性を踏まえた再生可能エネルギーやエネ
ルギーマネジメント等の利活用を促進するため、
地域における様々な課題を解決する取組を行う協
議会等（原則として市町村を構成員に含むもの）
の活動を事業の段階ごとに（STEP１～３）支援
しています。
　①地域協議会支援事業（STEP１）
　　再生可能エネルギー等を活用した取組を検討
する協議会等の運営のために必要な経費を補助
しています。

　　令和６年度には、大崎市鳴子地域における温
泉未利用熱を活用したエネルギーモデルの構築
や、石巻市水産物地方卸売市場における太陽光
エネルギーやFCフォークリフト等の利活用に
ついて検討するための協議会への運営支援を行
いました。

林業振興課

○令和６年度実績
　・みやぎ型木質バイオマススマートタウン構築支援
　　：１件
　・木質バイオマス供給システム支援：８件(７，３０８㎥)

▲木質バイオマスボイラー

環境政策課

水道経営課

▲図２－１－２－３　発電事業の概要

○発電事業主体：株式会社大原鉄工所
○計 画 出 力：３５０kW（７０kW×５台）
○年間予定発電量：２００万kWh/年
　　　　　　　　　（一般家庭約４４０世帯分に相当。）
○２０年間の消化ガス売却収入（見込み）約４億円
○発 電 開 始：平成３０年４月

▲仙塩浄化センター消化ガス発電所

次世代エネルギー室

○地上波テレビ放送　放送回数：２回
○WEB記事掲載　掲載回数：１回



33

第１章　脱炭素社会の構築

第
　
二
　
部

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た
県
の
取
組

脱
炭
素
社
会
の
構
築

　②実現可能性調査等事業（STEP２）
　　再生可能エネルギー等を活用した取組の実現
可能性の調査や事業化計画の策定に必要な経費
を補助しています。

　　令和６年度には、石巻市内において太陽光エ
ネルギーや燃料電池を活用した水産加工設備へ
の電力供給によるCO２排出量削減効果等の調査
に対して支援を行いました。

　③事業化支援事業（STEP３）
　　再生可能エネルギー等を活用した取組の事業
化に向けて、詳細で高度な事業検討調査及び試
験設備等を伴う実証・試行調査等を行うために
必要な経費の一部を補助しています。
　令和６年度支援実績なし。

○　エコタウン推進部会事業

みやぎゼロカーボンチャレンジ ２０５０ 県民会議
エコタウン推進部会の構成員である市町村職員を
対象に、セミナー等を開催し、スキルアップを
図っています。
令和６年度には、市町村担当者説明会を実施

し、エコタウン形成促進事業費補助事業やその活
用事例の説明を行ったほか、風力発電施設建設現
場の現地視察会や、希望する市町村に出向いて３
件の出張セミナーを開催しました。

○　県有地メガソーラー事業
太陽光発電設備の普及加速化を図るため、県有

地を活用した太陽光発電事業を実施しています。
公募で決定した事業者に県有地を貸し付け、民

間活力によりメガソーラーを導入する事業です。
導入実績は、宮城県企業局太陽光発電事業（白石
市）が平成２５年度から、宮城県農業高等学校跡地
メガソーラー事業（名取市）が平成２９年度からそ
れぞれ運転を開始しています。

○　自動車交通環境負荷低減対策
自動車からの温室効果ガス削減を目指し、「自

動車交通環境負荷低減計画」を定め、クリーンエ
ネルギー自動車の普及、エコドライブの普及、公
共交通機関の利用、物流の効率化等を促進してい
ます。

○補助率：２／３、補助上限額：１，０００万円
　（２カ年事業の場合１，０００万円／２カ年）
○令和６年度採択件数：０件

次世代エネルギー室

▲現地視察会の様子

焔宮城県企業局太陽光発電事業（白石太陽光発電所）
　・所 在 地：白石市福岡
　・規　　模：約１MW
　・運転開始：平成２５年１２月１８日
○ 宮城県農業高等学校跡地メガソーラー事業
　 （名取ソーラーウェイ）
　・所 在 地：名取市下増田
　・規　　模：約２６MW
　・運転開始：平成３０年３月

▲宮城県農業高等学校跡地におけるメガソーラー事業

環境政策課

環境対策課

○補助率：１０／１０、補助上限額：３００万円
○令和６年度採択件数：１件

○補助率：１０／１０、補助上限額：３０万円
○令和６年度採択件数：２件
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1　水素エネルギーの利活用推進
○　燃料電池自動車（FCV）導入推進事業

県内におけるFCVの普及拡大に向け、公用車と
して導入した５台を活用して、県内外のイベント
等への車両の貸出を行うなど、県民にFCVを体感
していただく機会を設けたほか、新車購入時に県
独自の支援を行い、その普及を促進しました。
また、バスやタクシーの運行を支援することに

より、FCVに触れる機会を創出しました。

○　水素ステーション導入促進事業

商用水素ステーションの面的整備促進に向け、事
業者による整備に対して国と協調した支援を行い、
平成２９年３月に東北初となる１基目が、令和３年
８月には２基目が整備され、現在県内では２基の
水素ステーションが稼働しています。

○　水素エネルギー利活用普及促進事業

日常生活ではなじみの少ない水素エネルギーに
対する県民の理解を深めるため、高校生向け出前講
座を実施したほか、普及啓発動画による広報等を行
いました。また、「みやぎ脱炭素燃料研究会」を開催
し、産学官連携の下、県内での次世代燃料（水素、
アンモニア等）の普及等について研究、検討を行い
ました。
○　水素エネルギー産業創出事業

事業者等を対象とした水素・燃料電池に関する
セミナーを産学官連携により開催するなど、水素
エネルギーに関する将来の産業創出、活性化に向
けた取組を実施しました。

５　水素社会の構築に向けた取組促進

次世代エネルギー室

▲燃料電池自動車（FCV）

イワタニ水素ステーション宮城仙台

次世代エネルギー室

▲イワタニ水素ステーション宮城仙台

○補助額（令和６年度）
　・FCV
　　トヨタ　MIRAI　（令和２年１２月発売）
　　　　　　　　　　上限額５７．６万円
　　　　　　　　　　（自治体は上限額１１５．３万円）
　・外部給電器　　　上限額１８万円
○補助件数：FCV　３件

次世代エネルギー室

次世代エネルギー室

▲イワタニ水素ステーション仙台空港

平成２９年３月開所年月

仙台市宮城野区所在地

オフサイト方式（液化水素）供給方式

３００Nm３/h供給能力

８２MPa充填圧力

イワタニ水素ステーション仙台空港
令和３年８月開所年月

岩沼市空港西所在地

オフサイト方式（圧縮水素）供給方式

３００Nm３/h供給能力

８２MPa充填圧力

次世代エネルギーセミナー（温泉排熱利用）R６.   ９.  ６

第 １ 回次世代エネルギー活用勉強会
（石巻水産加工業の脱炭素化）R６.１０.３１

第 ２ 回次世代エネルギー活用勉強会
（石巻水産加工業の脱炭素化）R７.   １.２３

次世代エネルギー活用勉強会（石巻魚市場）R７.   ３.１２

○セミナー開催実績（令和６年度）


